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判
例
研
究

不
実
の
抵
当
権
設
定
仮
登
記
と
横
領
罪

｜
｜
設
決
平
成
二
a

年
一
一
月
一
六
H
刑
集
六
一
二
主
一
号
一
郎
九
て
内
〈
｜
｜

「1
IHI 

知 1
I I 

史

田

〔
事
実
の
概
要
〕

被
「
一
は
、
時
院
中
大
い
↓
r
の
買
収
を
手
＋
「
け
る
A
社

muz－h
前
J

代
抗
荷
ご
丸
rι

も
の
で
あ
る
コ
机
パ
古
人
は
、
医
療
法
九
五
会
理
！
？

R
Fほ
か

名
こ
共
謀
口
1

A

辻
及
び
r
F
A
r
r
T、
E
八
五
口
二
言
刷
、
並
び
に
、

い
h

寸
ノ
U
｝

A
、
被
岸
者
C
岐
佐
官
財
人
弁
謹
同
十
日
比
U
B会
心
者
凶
り
布
戎
川
上

円
相
刊
制
肝

A
刊
か
っ
D
、
ご
、
〕
て
わ
め
八

γ
順
次
訴
海
さ
れ
た
会
件
建
物
打
点
び
弘
り
数
地
ご
あ
る
本

~；＂ 

本
パ
川
和
川
町

に
煮
で
っ
さ
、

件
十
地
に
設
定
さ
れ
て
い
〕
本
日
地
上
ザ
の
佐
登
司
令
り
名
義
人
が
、

い
F
れ
も
L
刊
で
あ
る
こ
と
を
青
山
河
ー
と
し
、
ご
の
ー
吾
登
記
簿
に
E
土

をパ
h
h
J
正
除
利
者
と
す
る
小
！
夫
m
J
M
叫
叫
「
除
法
定
及
び
権
利
移
一
M
り
仮
古
河
を
す
る
と
に
よ
れ
、
伝
記
D
投
手
J
本
件
建
功
で
洞
院
予
経
営
し
て
い
た

日
会
か
ム
J
以
渋
川
復
に
落
パ
ギ
、
鮮
民
金
三
件
ー
っ
と
人
て
、
①
人
が
ト
ム
古
か
つ
れ
億
円

ur
日
円
み
え
り
る
土
桂
一
清
賢
去
州
知
ん
約
ケ
締
結
L
、り
ζ
n
J

仰
は
と
し
て
ふ
れ
述
司
与
に
係
る
民
主
将
設
定
吹
山
ツ
ピ
捺
結
ー
に
、

L

ト
う
虚
偽
の
半
ギ
ん
を
登
記
崎
町
L

づ
る
キ
件
建
物
P

及
び
づ
り
吸
い
七
に
ニ
ぢ
4

さ
れ
こ
い
た
本
ド
厄
惟
に
係
る
各
択
皇
位
設
定
仮
登
一
コ
刊
の
川
町
＝

ι作中出向詐
H
U

関
係
」
一
記
Jγ

促
作
し
、
守
山
心
「
叶
に
そ
の
骨
む
た
続
チ
ベ
ハ
し
十
二
そ
の
各

正
川
崎
ど
閲
覧
で
き
る
状
態
に
さ
七
、
②
そ
の
数
リ
絞
、
マ
一
山
入
金
叫
抗
告
貸
出
呉
伯
げ
と
、
与
の
が
保
と
［
C
4
h什
山
出
羽
川
等
し
い
係
る

d
中
一
段
担
保
「
人
的
U
ど

締
結
し
た
、
と

V
7亙
偽
心
事
主
主
な
一
副
院
同
と
ム
3
0
4咋
建
物
及
バ
バ
山
本
件
松
一
は
い
係
，
G
H
j
r
L
K
P
J
一
山
心
宏
一
己
中
読
書
生
陪
係
言
涼
乞
北
白
し
、

笠
一
一
主
に
、
子
山
門
戸
の
Y

日
制
を
き
て
そ
り
2

人
民
一
川
録
を
隠
れ
ιさ
き
る
状
地
ご

οヤl
h
／

C

混
じ
人
は
、
戸
内
包
ミ
れ
そ
れ
に
つ
夕
、
吉
際
仙
川
公
正
吉
ト
J

本

fC九
一
記
は
祥
一
、
山
川
川
市
山
力
日
長
一
炉
心
、
町
民
叶
半
、
出
法

立
八
条
一
戸
、
J
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山
肌
領
罪

へ川
法
二
五
久
不
項
）
で
起
訴
さ
れ
た
。

第
一
審
は
、
①
に
つ
き
電
践
的
公
正
証
書
胤
本
不
工
記
録
器
、
同
供
川
mm介
、
償
領
川
引
の
成
hv
を
認
め
、
①
に
つ
き
屯
般
的
公
正
証
言
原
木
小
実

記
録
罪
、
同
供
山
間
罪
の
成
立
を
山
認
め
た
「
懲
役
A

年
六
月
、
執
行
猶
予
主
乍
）
内
の
の
横
領
罪
に
つ
い
て
、
「
本
件
建
物
に
つ
い
て
抵
当
権
設
定
仮

堂
記
や
所
冶
権
移
収
仮
枝
記
を
す
る
こ
と
は
、
本
来
所
有
権
者
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
れ
為
で
あ
る
と
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
こ
ろ
、
仮
H

P
U
J

山の

直
扱
的
な
効
果
が
本
改
正
が
な
き
れ
た
場
合
の
順
位
保
全
効
に
と
ど
ま
る
と
は
い
え
、
そ
の
本
山
U
J叫
が
登
記
義
務
右
と
仔一一可
権
利
省
：
；
：
の
共
同

中
高
に
よ
っ
て
科
易
に
な
し
う
る
こ
と
や
、
不
動
’ぷ
登
記
実
務
に
お
い
て
、
似
内
リ
記
自
体
が
経
済
取
引
上
極
め
て
重
耐
久
な
役
初
を
来
た
し
て
い
る

こ
と
な
ど
を
考
庖
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
仮
此
リ
記
は
、
所
有
梓
者
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い

『処
分
行
為
」
に
該
斗
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
c

：

本
件
建
物
に
闘
す
る
各
仮
民

u記
は
、

：
：
：
い
ず
れ
も
そ
の
。
£
以
因
を
欠
〈
不
実
の
も
の
で
あ
り
、
民
事
上
は
無
効
と
い
え
る
が
、
仮
此

u
tに
よ

る
実
質
的
な
法
伴
的
支
配
に
よ

っ
て
真
の
一
附
，
向
者
で
あ
る
B

A

A
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
も
卜
分
あ
り
得
る
と
い
え
る
か
ら
、
彼
山
口
人
が
木
川
川

建
物
に
つ
い
て
本
件
科
仮
R
N
記
を
わ

っ
た
こ
と
は
、
そ
の

会つ
を
同
時
に
処
罰
で
き
る
か
斉
か
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
横
領
罪

所
定
の
柚
領
行
為
の
製
作
を
備
え
て
い
る
」
と
し
た
，
ま
た
、
①
に
つ
き
績
領
野
の
成
立
を
認
め
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
「
巾
↓
裁
判
所
は、

最
初
の
抵
当
権
設
む
似
仔
一記
に
よ
っ
て
、
被
辛
口
人
は
、
本
件
建
物
の
所
有
省
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
処
分
を
既
に
し
て
お
り
、
本
件
建
物
に
対
す

る
所
令
権
の
侵
害
は
碍
定
的
に
生
じ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
紛
察
官
が
こ
の
点
を
杭
領
器
と
し
て
捉
え
て
公
訴
提
起
を
し
て
い
る
以
上

は
、
こ
の
事
実
を
も
っ
て
処
凶
す
れ
ば
基
木
的
に
十
分
で
あ
る
と
解
す
る
上
、
と
り
わ
け
、
本
件
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
仮
登
記
が
、
被
告
人

と
川
一
共
犯
者
と
の
共
謀
に
基
づ
き
、
一
片
’
何
者
（
寄
託
省
プ
ムゼ
同
じ
く
す
る
川

一
小
動
v

以
に
刈
し
て
わ
ず
か
一
円
間
前
後
と
い
う
か
な
り
近
接

L
た
時
点
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
各
仮
酢
｛
日
記
の
目
的
が
い
ず
れ
も
、
彼
ん
山
口
人
に
お
い
て
、
破
主
性
管
財
人
ら
と
の
問
に
お
け
る
本
件
建
物
の
所

有
権
や
そ
の
敷
地
地
ト
権
等
の
帰
属
を
め
ぐ
る
f

父
渉
を
有
利
に
進
め
る
た
め
の
仮
装
に
あ
り
、
仮
装
の
内
科
も
川
一
架
空
債
惨
を
判
保
し
た
か
の

よ
う
に
袋
、
つ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
併
ぜ
考
え
れ
ば
、
前
－
記
各
仮
A
G
－dの
上
山
川
に
刑
法
的
観
点
か
ら
罪
数
出
怖
を
加
え
横
領
弾
と
し
て
処

断
す
る
に
ゐ
た
っ
て
は
、
先
行
す
る
前
記
抵
当
権
設
完
仮
な
記
の
点
に
つ
い
て
包
括
的

．
罪
と
し
て
横
領
罪
の
成
T
H
を
認
め
れ
ば

μり
、
後
行
す

る
前
記
所
’h
権
移
転
似
此
u
記
の
い
U
…
は
い
わ
ゆ
る
よ
小
可
計
的
な
い
し
共
副
的
事
後
行
為
と
し
て
も
は
や
処
引
の
刻
象
に
は
な
ら
ず
、
こ
の
点
は
、

E

刑
事
情
と
し
て
考
慮
す
れ
ば
足
る
と
削
附
す
る
の
が
凶畑中↓
で
あ
る
」
と
判

．小
し
て
い
る
。

第
一
－
審
も
、
第
一
審
の
判
附
を
是
認
し
、
被
古
人
の
控
訴
を
来
却
し
た
。
検
領
と
さ
れ
た
の
、
が
が
笑
の
ほ
斗
梓
設
定
仮
登
記
で
あ
っ
た
点
に
つ

（阪大法乍） 60 (2→ 174) 410 :zo10. 7: 
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い
て
は
、
「
領
得
打
為
が
A
Q
記
と
い
う
形
式
で
外
部
的
に
も
明
示
さ
れ
た
場
台
に
は
、
第
一
A

お
が
そ
の
出
品
川
げ
記
を
前
提
に
取
引
関
係
に
人
る
な
ど
、

真
の
所
’
何
者
の
利
益
が
宍
き
れ
る
可
能
性
が
v
向
い
の
で
あ
っ
て
、

りて
の
登
記
の
原
岡
と
な
っ
た
領
刊
行
為
が
民
事
k
無
効
で
あ
り
、
そ
の
結
束
尚

談
。
心
が
小
支
の
’
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
横
領
罪
が
成
立
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
可
と
し
た

弁
政
人
が
川
例
違
反
で
あ
一
る
と
持
摘
し
た
、
大
川
昭
和
A

年
一
二
月
－
八
円
法
判
例
つ
一
）
刑・
A

七
百
（
に
つ
い
て
は
、
日
目
リ
記
等
の
存
街
し
な
い
動

産
に
関
す
る
事
案
で
あ
っ
て
、
一
事
案
を
異
に
す
る
と
い
う
ほ
か
な
く
訴
刷
で
き
な
い
と
し
、
ま
た
、
横
領
罪
が
成
自
社
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
電
磁
的

公
正
面
令
官
阪
本
不
実
記
録
山
非
は
成
立
し
な
い
と
し
て
ム
主
張
し
た
東
京
高
判
昭
和
七
年
一
日
川
一
九
日
高
裁
判
報
一
九

Z
一
O
二
貝
に
つ
い
て
は
、

抵
当
権
設
定
自
体
は
有
効
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
民
斗
梓
設
定
契
約
自
体
が
存
在
し
て
い
な
い
本
件
と
は
事
案
を
異
に
す
る
の

で
あ
っ
て
、
一
体
川
用
で
き
な
い
と
し
た
。

さ
ら
に
、
木
古
電
，
般
的
八
ム
止
証
書
原
木
小
山
夫
記
載
、
川
供
用
と
横
領
が
ん
羊
連
犯
の
関
係
に
あ
る
と
し
た
－
科
判
決
の
川
非
数
処
到
に
つ
い
て
、
供

凶
川
と
横
領
が

T
段
結
岡
市
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
不
支
電
俗
的
公
止
証
吉
原
本
供
州
知
と
横
領
罪
は
観
念
的
競

什
に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
の
一
帯
判
決
の
司
法
令
池
肘
の
以
り
は
、
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
き
な
い
と
し
た
a

被
告
人
は
こ
れ
に
刈
し
て
上
舎
し
、
ト
ぃ
什
口
組
意
に
お
い
て
、
本
登
－
記
と
は
異
な
り
、
仮
登
記
に
は
順
位
保
令
の
効
力
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、

杭
領
罪
は
成
立
し
な
い
、
本
件
仮
登
記
を
了
し
た
こ
と
は
電
磁
的
公
止
証
雪
原
木
小
実
記
録
問
弁
及
び
同
供
用
罪
に
当
た
る
と
す
る
一
み
で
、
横
領

罪
に
も
当
た
る
と
し
て
い
る
の
は
自
己
矛
盾
で
あ
る
、
な
ど
と
主
仮
し
た
り

｛
決
定
要
旨
〕

上
告
棄
却
木
作
仮
登
記
の
な
品
原
因
と
b

さ
れ
た
A
と
E
会
と
の
問
の
企
銭
消
費
貸
借
契
約
及
び
抗
当
権
設
定
契
約
は
虚
偽
で
あ
り
、
本
件
仮
此
リ
品
は
不

実
で
お
る
か
ら
、
電
他
的
公
正
証
書
原
木
小
実
記
録
罪
及
び
阿
供
用
罪
が
成
T
H
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
ひ
そ
し
て
、
紋
件
人
は
、
本
件
和
解

に
よ
り
所
’
h
権
が
R
会
に
移
転
し
た
本
件
建
物
を
同
会
の
た
め
に
預
か
り
山
即
時
一
目
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
共
犯
者
ら
と
共
ぷ
の
よ
、
令
銭
的
利
読
を
得

ょ
う
と
し
て
本
件
仮
ぴ
記
を
了
し
た
も
の
で
あ
る
。
仮
笠
記
を
了
し
た
場
合
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
木
野
記
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仮
か
記
の

後
に
任
記
さ
れ
た
林
利
の
変
動
に
対
し
、
当
該
仮
登
記
に
係
る
椎
利
を
優
先
し
て
、
土
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、

（阪大法学）(j() (2 175) 411〔2010.7〕
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不
動
斉
取
引
の
実
務
に
お
い
て
、
仮
登
記
が
あ
っ
た
場
令
に
は
そ
の
権
利
が
砕
保
さ
れ
て
い
る
も
の
と
レ
て
扱
わ
れ
る
の
が
通
～
吊
で
あ
る
c

以
上

の
点
に
か
ん
が
み
る
と
、
小
山
火
と
は
い
え
、
木
作
仮
登
記
を

71dた
と
と
は
、
不
法
領
得
の
怠
忠
を
実
現
す
る
行
為
と
し
て
十
分
で
あ
旬
、
横
領

罪
の
成
立
を
認
め
た
原
判
断
は
正
出
で

あ

る

ま

た

、
こ
の
よ
う
な
場
作
に
、
川
堤
と
ム
記
電
般
的
公
正
証
書
原
木
A

小
，
表
記
録
申
作
品
以
び
同
供
用
罪

が
併
廿
て
成
立
す
る
こ
と
は
、
何
ら
一
不
ん
門
埋
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｛
な
お
、
本
件
仮
な
記
に
よ
る
不
実
記
似
電
磁
的
公
京
証
書
阪
本
供

用
維
と
横
領
野
と
は
観
念
的
鋭
合
の
悶
係
に
立
つ
、
乙
僻
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
ー
」

〔評

釈

は

じ

め

に

木
件
は
、
収
支
に
は
存
’
引
し
な
い
金
銭
消
代
貸
借
契
約
と
抵
当
権
設
忘
契
約
を
存
記
胤
凶
と
し
て
、
よ
小
突
の
抵
当
権
設
定
仮
登
記
を
A
H
v
d一円に

行
わ
廿
た
行
為
が
、
柚
領
川
非
、
電
銭
的
公
止
証
書
出
山
本
木
市
山
一
〈
記
録
、
同
供
凶
川
川
非
に
間
わ
れ
た
事
案
で
為
る
ο

現
主
に
は
存
有
し
な
い
か
記
以
閃
に

基
づ
い
て
仮
登
記
を
設
定
し
、
問
覧
き
せ
る
こ
と
が
、
電
磁
的
公
止
証
菅
原
木
不
実
記
録
、
川
供
附
川
非
に
該
当
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
ョ
中
心

的
な
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
横
領
罪
の
成
台
、
具
体
巾
に
は
、
小
実
の
択
斗
権
設
定
仮
登
記
が
品
川
領
鮮
に
い
う
「
繍
領
に
該
当
す
る
の
か
で
あ

る
仁
ま
た
、
第
審
は
、
い
わ
ゆ
る
杭
領
後
の
横
領
の
山
哩
に
つ
い
て
も
判
示
し
て
い
る
の
で
、
後
に
検
討
す
る
仁

小
実
の
仮
登
記
の
設
定
と

「
椀
領
一

へ
1
」

「
横
領
」

概
念
を
巡
る
判
例
－
m
J説

検
領
L

の
ぷ
義
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
通
り
越
権
一
u
b説
と
領
得
／
行
為
説
の
対
立
が
あ
る
の
少
数
説
で
あ
る
越
権
行
為
説
は
、
物
の
叉
託
者

い
か
梓
限
切乞
M
店、ぇ
、
委
託
の
抽
出
旨
に
以
す
る
行
為
を
す
れ
ば
横
領
だ
と
す
る
，
他
J
H
、
多
数
説
で
あ
る
領
得
ね
為
ぷ
は
、

．小
法
徳
一
得
の
意
思
を
実
現

す
る
行
為
、
芳
し
く
は
、
小
法
領
得
の
意
思
の
発
思
が
柿
領
で
あ
る
と
す
る
，
領
待
行
為
品
に
’H
て
ば
、
委
託
の
勉
旨
に
反
し
た
権
限
進
脱
行
為

で
あ
っ
て
も
、
不
法
領
仰
の
意
思
が
な
い
限
り
横
領
罪
に
は
な
ら
な
い
J

判
例
も
領
得
行
為
説
に
立
っ

た
だ
し
、
判
例
は
木
法
領
得
の
意
似
の
内
容
に
つ
き
、
「
他
人
の
物
の
l
口

Athが
委
託
の
打
務
に
背
い
て
、
そ

P
 

の
物
に
つ
き
権
限
が
な
い
の
に
γ

附
有
名
で
’
な
け
れ
ば
で
き
な
い
よ
、
つ
な
机
～
分
を
す
る
青
品
士
心
（
マ
マ
〕
を
い
、
つ
一
と
し
て
い
る
C

他
力
、
窃
ゆ
沿
岸
に

（阪大法乍）60 (2→ 176) 412 :zo10. 7: 



お
け
る
不
法
制
作
の
伝
思
に
つ
い
て
は
、
「
権
利
白
を
排
除
し
、
他
人
の
物
を
円
己
の
所
有
物
と

L
て
、
そ
の
統
一
括
的
用
法
に
従
い
利
用
処
分
す

る
意
思
」
と

L
て
お
り
、
両
者
を
比
較
す
れ
ば
、
椴
領
持
に
お
け
る
不
法
領
符
の
ぷ
思
と
し
て
、
「
経
済
的
刑
法
に
従
い
利
用
処
分
す
る
青
山思」

お一

・
9
一

（
利
用
処
分
，
意
思
ブ
乞
吏
求
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
内
実
際
、
刈
例
は
、
隠
陵
わ
為
に
も
位
領
罪
の
成
立
を
ぷ
め
て
い
る
v

利
附
処
分
意
思

を
要
求
し
な
い
場
介
、
横
領
川
討
が
得
物
損
壊
持
よ
り
中
い
根
拠
h
r
L

説
明
で
き
な
い
、
ま
た
、
致
棄
・
隠
肝
を
処
罰
す
る
点
で
実
質
的
に
越
権
行
為

必
に
抜
近
す
る
な
ど
と
批
判
を
受
け
て
い
る
コ
学
説
で
は
、
利
用
処
分
志
記
を
安
求
ナ
る
円
ん
桝
が
多
数
で
あ
る
ο

不定の祇こ~t在日立；.i.:仮登記と杭領罪

ヘ
2
）
仮
登
記
と
検
領

本
件
で
問
題
と
さ
れ
た
行
為
は
、
抵
当
権
設
定
の
仮
登
記
で
あ
る
c

上
作
趣
豆
に
お
い
て
、
仮
此
リ
記
は
脳
佐
保
全
効
し
か
な
い
こ
と
か
ら
横
領

と
は
い
え
な
い
と
ヤ
保
さ
れ
た
c

不
動
産
の
処
分
行
為
が
柚
領
川
非
と

L
て
山
週
に
な
る
場
介
、
売
却
の
意
思
長
小
や
契
約
の
締
結
で
は
い
止
り
ず
、

日
μ｝

《
旦
記
が
口
九
摘
さ
れ
た
段
晴
で
は
じ
め
て
柚
領
罪
が
成
立
す
る
と
－
般
に
解
さ
れ
て
い
る
よ
そ
の
埋
巾
は
、
未
登
記
の
状
態
で
は
、
所
有
名
が
R
N
記

を
完

f
し
て
処
分
行
為
の
相
手
方
に
対
抗
し
作
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
｛
民
法
－
七
七
条
参
照
）
、
こ
の
段
併
で
川
有
権
が
確
定
的
に
相

手
ん
に
移
転
し
た
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。
も
っ
と
も
、
動
産
の
坊
ん
口
に
は
刈
抗
要
件
で
あ
る
引
渡
し
に
至
ら
ず
と
も
処
分
の
意
思

表
示
の
肘
山
川
で
椀
領
謀
、
が
成
立
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
登
記
が
対
抗
要
件
で
あ
り
そ
れ
に
よ
っ
て
物
権
変
動
は
実
質
的
に
碓
定

一～日」

す
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
文
字
通
り
動
く
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
牛
小
動

vrの
的
殊
性
、
及
び
、
そ
の
よ
う
な
小
動

v弘に
つ
い
て
観
念
的

な
処
分
を
あ
る
積
表
象
す
る
も
の
と
し
て
の
不
動
必
登
記
制
度
の
機
能
白
体
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
G

他
方
、
仮
登
記
は
、
権
利
の
保
全
の
た
め
に
行
わ
れ
る
な
記
で
あ
っ
て
、
木
作
記
の
よ
う
に
刈
抗
要
刊
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
t

し
か
し
、
仮

登
記
は
順
位
保
全
効

（小
野
法

O
hハ
条
）
を
托
ち
、
仮
な
よ
に
某
づ
い
て
木
校
記
を
す
れ
ば
、
当
該
本
登
記
の
順
件
は
仮
登
記
の
順
伎
に
な
る
じ

川
一
の
小
動
ぷ
に
つ
い
て
ひ
記
し
た
梓
利
の
順
位
は
登
記
の
前
後
に
よ
る
（
．小
パ
リ
法
同
条
項
」
か
ら
、
結
日
仮
な
記
の
順
位
が
決
定
的
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
仮
登
記
は
物
権
の
対
抗
問
題
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
機
能
は
事
実
上
本
堂
記
と
異
な
ら
な
い
》
最
山
同
裁
の

「
仮
此
リ
記
を

f
し
た
場
合
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
本
登
記
を
経
附
す
る
と
と
に
よ
っ
て
仮
登
記
の
後
に
予
記
さ
れ
た
棒
引
の
変
動
に
刈
し
、
当
該
仮

堂
一
記
に
係
る
権
利
を
俊
先
し
て
主
燥
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
を
前
裂
と
し
て
、
木
動
産
取
引
の
実
務
に
お
い
て
、
仮
吟
記
が

あ
っ
た
励
会
に
は
そ
の
位
利
が
佐
保
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
吸
わ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
一
と
い
う
判
示
も
川
迎
旨
で
あ
る
と
い
え
る
c

本
州
川

（阪大法学）(j() (2 177) 41:＞〔2010.7〕



半IJ例州究

決
定
に
つ
い
て
の
評
釈
も
、
こ
の
点
に
反
対
す
る
も
の
は
い
見
ら
れ
な
い
G

以
ー
の
よ
う
な
理
由
づ
け
か
ら
す
れ
ば
、
所
J

引
惟
移
伝
の
仮
由
民
日
記
に
つ
い
て
も
木
決
定
の
射
粁
は
及
ぶ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
G

ま
た
、
木
作
と

は
異
な
る
い
通
法
な
登
記
胤
阿
に
来
一
づ
く
仮
行
記
に
つ
い
て
も
検
領
非
が
成

ιす
る
も
の
と
解
さ
れ
る

（

3
）
「
不
支
」
の
仇
仔
一
記
と
償
領

た
だ
し
、
本
什
で
は
、
登
記
原
閃
で
お
る
令
銭
消
費
貸
仙
契
約
、
択
当
権
設
定
契
約
の
必
在
’
H
休
が
な
く
、
本
件
仮
登
記
は
無
効
な
も
の
で

あ
っ
た
c

こ
の
よ
う
に
、
原
因
行
為
で
あ
る
低
当
権
設
定
円
体
が
不
介
存
、

ιし
く
は
無
効
で
あ
る
場
合
、
仮
品
川
旦
記
は
が
動
産
の
完
却
や
担
保
設

定
な
ど
の
対
抗
山
女
件
の
門
パ
備
に
よ
る
梓
利
の
～
事
実
上
の
）
確
定
的
な
移
転
と
い
う
形
で
は
機
的
し
な
い
c

む
し
ろ
、
が
支
の
登
－
記
に
よ
り
、
出
仙

一口
、

斗
惇
そ
れ
白
体
で
は
な
く
、

MrJ柊
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
外
観
の
み
が
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
G

そ
の
を
’
昧
で
、
本
件
は
、
適
法
な

《
旦
記
胤
閃
に
某
づ
く
不
動
耐
の
処
分
事
例
と
は
某
本
的
に
異
な
る
形
慾
で
あ
り
、
そ
の
内
科
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
豆
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

校
高
裁
が
本
件
仮
佼
J
山
に
横
領
が
成
’
リ
す
る
と
し
た
理
由
付
け
は
、
①
「
金
銭
的
利
益
を
得
ょ
う
と
し
て
本
件
仮
持
品
を

f
し
た
」
と
い
う
山
…

と
、
③

「
2
）
で
述
べ
た
「
小
動
・
佐
取
引
の
実
務
に
お
い
て
、
仮
登
－
記
が
あ
っ
た
場
合
に
は
そ
の
権
利
が
時
保
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ

る
の
が
通
常
で
あ
る
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
後
者
は
、
仮
登
記
で
あ
っ
て
も
本
登
記
の
助
合
と
同
様
に
横
領
罪
が
成
山
一
す
る
こ
と
の

4

川
町
）

理
由
付
け
で
あ
り
、
仮
山
山
U

記
が
不
支
で
あ
る
こ
と
と
僚
領
維
の
成
育
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
理
由
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
c

で
は
、
①
の

「
令
銭
的
利
益
を
得
ょ
う
と
し
た
一
と
い
う
点
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
c

こ
の
点
、

最
高
裁
は
、
航
釘
川
非
の
「
不
法
領
引
け
の
意
思

一

に
つ
い
て
も
利
凶
処
分
意
思
を
要
求
す
る
『
斗
場
に
す
了
り
、

M
意
思
の
右
存
を
必
定

1γ
た
も
の
と
も
珂
川
価
さ
れ
う
る
ロ
他
方
、
川
例
は
本
人
の
利
益

戸
刊
”

の
た
め
の
行
為
で
あ
れ
ば
横
領
罪
の
成
L

げ
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
銘
み
れ
ば
、
①
の
間
出
は
、
木
人
の
利
益
を
阿
る
目
的
で
は
な
い
と
い
う
こ

‘
0
・
0
d
、

と
を
－畏
か
ら
規
山
一
応
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
読
む
こ
と
も
則
能
で
あ
ろ
う
。

横
領
非
に
お
け
る
不
法
預
祥
の
忘
思
の
内
科
と
し
て
利
用
処
分
意
思
を
袋
求
す
る
立
場
に
T

リ
つ
場
合
、
本
件
の
よ
う
に
仮
登
記
の
抹
消
と
引
き

換
え
に
解
決
金
を
と
る
と
い
う
考
え
ゐ
が

「
利
用
処
分
丘
忠

と
い
え
る
か
は
、
検
制
ナ
る
余
地
は
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
被
告
人
が
利
用

し
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
民
ツ
記
（
制
度
）
に
過
ぎ
ず
、
建
物
の
取
得
自
体
は
日
的
と
し
て
い
な
い
と
も
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
判
例
は
、
基
木
的

に
利
用
処
分
意
以
を
広
く
認
め
る
傾
向
に
あ
る
が
、
ん
に
の
限
界
と
し
て
、
犯
行
の
対
象
と
さ
れ
た
別
物
そ
れ
山
体
に
つ
い
て
の
利
川
・
処
分
の

（阪大法乍）60 (2→ 178) 414 :zo10. 7: 
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ι
広岡
b
B
Y
］
必
変
と
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
υ

こ
の
点
、
解
決
企
は
、
氏
当
悼
怖
の
仮
登
記
を
抹
消
す
る
対
価
で
あ
っ
て
、
仮
登
記
に
よ

っ
て
被
許

人
が
事
実
よ
掌
握
し
た
建
物
の
処
分
梓
能
を
口
（
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
あ
る
t

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
、
と
り

わ
け
木
什
が
不
支
の
仮
仔
記
を
了
し
た
だ
け
で
住
物
に
関
す
る
実
際
の
処
分
が
存
心
し
な
い
事
業
で
あ
る
と
と
に
鑑
み
れ
ば
、
処
物
円
休
の

E
一強

的
な
利
用
と
い
っ
て
い
い
の
か
疑
山
が
被
る
。

小
中
央
の
仮
登
記
が
よ
り
問
題
に
な
る
の
は
、
実
体
的
な
権
利
の
生
動
な
し
に
、

小
動
・
山
叫
に
抵
当
権
設
定
が
な
き
れ
て
い
る
と
い
う
外
観
を
れ
出

し
た
こ
と
の
み
を
、
も
っ
て
、
「
同
街
者
の
よ
う
に
振
る
社
、
つ
白
人
品
忠
l

が
お
る
の
か
、
若
し
く
は
、
拝
観
的
に
償
領
罪
と
し
て
処
訂
す
る
に
い
仏
る
所

有
梓
侵
合
を
仙
え
た
と
い
え
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

原
容
で
持
ち
出
さ
れ
た
大
判
昭
和
一
年
一
二
月
ム
八
日
ト
人
審
院
裁
判
例
（
一
〕
刑
二
七
県
は
、
円
己
の
山
有
す
る
他
人
の
動
’佐
を
虚
偽
の
意
思
表

小
に
よ
り
売
却
す
る
青
山
岡
山
を
示
し
た
事
案
で
あ
る
が
、
「
〔
本
件
f

冨
H
契
約
は
〕
当
事
者
間
通
謀
ニ
一
線
ル
点
偽
ノ
、
思
思
表
示
ナ
ル
コ
卜
：
：
：
ニ
依
リ

右
担
保
物
什
ヲ
処
分
又
ハ
領
併
ン
タ
ル
一
モ
ノ
卜
ぶ
ウ
ヲ
得
ザ
ル
ヲ
以
テ
被
汗
ガ
む
点
偽
ノ
ぷ
胤
表
一
ボ
ヲ
為
ン
タ
ル
コ
ト
ハ
来
タ
以
テ
財
物
ノ
領
得

J

人
ハ
処
分
ヲ
対
象
ト
ス
ル
洋
欺
薪
シ
ク
ハ
横
領
計
ヲ
成

ιセ
シ
ム
ル

二
足
一
プ
ザ
ル
ナ
リ
」
と
し
て
、
横
領
罪
の
成
’
リ
が
一
台
定
さ
れ
た
っ
他
方
、
大

判
昭
和
会
宇
二
位
一
－
月
一
一
－
口
刑
集
二
六
巻
二
貝
は
、
「
他
人
／
物
ノ
占
右
者
ガ
第
一
－
者
二
対
シ
テ
不
怯
ニ
具
一
物
ヲ
火
渡
ソ
ウ
ト
ス
ル
意
思
表
一
不
ヲ

為
シ
タ
場
合
ハ
、
他
人
ノ
物
ヲ
不
必
一
一
円
己
二
領
得
ス
ル
意
思
ヲ
発
況
シ
タ
モ
ノ
ニ
外
ナ
ラ
ナ
イ
」
と
し
て
い
る
仁

つ
の
判
例
だ
け
を
見
れ
ば
、
処
分
行
為
が
点
偽
か
ど
う
か
が
決
定
的
な
追
い
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
他
方
で
、
判
例
の
中
に
は
、

虚
偽
、
無
効
の
む
為
で
あ
っ
て
も
椀
領
山
手
乞
問
題
な
く
認
め
て
い
る
事
案
が
あ
る
c

す
な
わ
ち
、
大
判
十
八
4
じ
作
九
川
一
立
川
刑
鉱

．凶
巻
－
二

－
一
一
一
頁
は
、
被
伶
人
町
、
が
木
人
か
ら
委
託
さ
れ
て
頂
か
り
保
管
中
の
動
溢
数
点
に
つ
い
て
、
被
告
人
乙
と
共
謀
し
て
、
被
告
人
乙
の
一
町
有
物
と
し

て
続
完
に
付
し
た
事
案
で
あ
る
内
問
山
伏
は
、
「
有
ク
モ
山
己
／
占
F

山
百
ス
ル
他
人
ノ
物
一
一
付
キ
不
法
領
得
ノ
v

ふ
忠
ヲ
衣
象
ス
ル
行
為
ア
ル
以
ト
ぃ
ハ
、

統
領
出
ヲ
構
成
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
共
行
為
ガ
所
右
権
移
収
式
他
何
時
守
効
巣
ヲ
ヰ
ゼ
ズ
従
テ
法
符
土
防
’
告
者
ノ
権
利
行
使
令「
障
問
ヲ
唄
フ
ル
コ
ト
ナ

シ
ト
謂
モ
一
夜
犯
罪
ノ
成
立
二
日制
等
ノ
影
織
田
ヲ
及
ボ
ス
ベ
キ
モ
ノ
ニ
ア
？
ス
」
と
し
て
い
る
ひ
ま
た
、
名
古
屋
高
判
昭
和
一
会
一

O
年
八
月
一
五
日
川
裁

特
－
巻
‘
八
サ
九
一

O
一以は、

X
社
の
代
表
取
締
役
で
あ
る
被
吉
人
が
、

Y
紺
ん
口
に
対
ナ
る
依
務
の
担
保
と
し
て

X
所
合
の
機
械
器
開
一
ハ
を
譲
、
政
相

保
と
し
、
引
き
続
き
占
’
制
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

Z
に
判
ず
る
債
務
の
が
保
と
し
て
、
中
」
該
探
共
ι
1
Z
A，H
め
て
丁
上
場
抵
当
法
に
よ
り
は
仏
当
権
在
設
定
し

て
そ
の
此
υ
記
を
し
た
こ
と
が
横
領
罪
に
附
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
c

以
者
が
、

γ
夜
明
川
仏
巾
」
法
に
よ
る
抵
当
権
の
効
力
は
、
譲
渡
が
保
に
付
し
た
佐
川
共
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半IJ例州究

に
は
及
ば
な
い
か
ら
は
帆
領
非
は
成
立
し
な
い
と
し
た
の
に
対
し
、
「
財
物
の
処
分
行
為
が
私
法
l
有
効
で
あ
る
か
紫
効
で
あ
る
か
は
問
わ
ず
、
不

正
領
仰
の
意
思
が
発
現
さ
れ
て
い
れ
ば
償
領
埠
は
成
立
す
る
l

と
叩
円
不
1

工
九台

東
京
’
品
川
昭
和
二
凶
年
二
月
九

H
東
時
一

O一巻一一円一勺一

O
一
頁
も
、

手
形
債
務
の
れ
判
が
実
際
に
は
な
い
の
に
約
束

T
形
を
振
り
山
し
そ
の
判
保
と
し
て
自
己
が
占
宿
す
る
上
地
位
物
を
譲
波
す
る
こ

E
を
約
し
所
有

梓
移
転
請
求
権
保
全
仮
枝
記
を
わ
っ
た
事
業
に
つ
き
、
法
律
行
為
が
無
効
で
あ
る
と
し
て
も
不
法
領
得
の
意
思
の
発
現
に
よ
り
横
領
維
は
成
立
す

る
と
し
て
い
る
。

以
卜
の
判
例
を
見
る
と
、
容
体
や
処
分
行
為
に
益
川
兵
は
あ
る
も
の
の
、
次
の
よ
う
な
基
準
が
比
川
さ
れ
る
J

す
な
わ
ち
、
続
完
に
付
し
た
り
、

登
記
を
了
し
た
り
な
ど
と
い
ワ
た
外
形
的
な
処
分
行
為
が
刈
外
的
に
な
さ
れ
た
以
ー
は
、
立
該
行
為
の
有
効
無
効
に
か
か
わ
ら
ず
杭
領
祥
は
成
立

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
c

本
刊
は
、
原
同
行
為
自
体
が
不
存

ι著
し
く
は
述
。
咋
点
偽
長
－
小
と
し
て
無
効
で
あ
る
も
の
の
、
仮
登
記
と
い
う
外
形

的
な
処
分
行
為
が
既
に
な
き
れ
て
い
る
宗
家
で
あ
る
た
め
、
横
領
川
引
が
成
，
v
す
る
と
し
た
本
決
定
の
結
論
は
従
山
市
の
判
例
の
立
場
か
ら
は
問
題
が

な
い
こ
と
に
な
る
，
無
効
の
行
為
に
よ
っ
て
も
横
領
罪
が
成
立
す
る
到
出
と
し
て
は
、
法
伴
上
保
…
効
の
横
領
わ
為
に
よ
っ
て
も
、
所
有
名
の
処
分

杯
能
を
事
実
上
掌
握
す
る
と
と
、
及
び
、
将
来
に
お
い
て
一
所
有
権
者
が
支
際
に
当
該
所
有
格
を
法
的
に
侵
古
さ
れ
る
危
険
が
生
じ
る
と
い
う
と
と

戸川
出

一

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
η

木
付
加
－
緋
及
び
原
審
で
は
、
後
省
の
叩
叫
山
刊
に
基
づ
い
て
い
る
と
桝
さ
れ
る
。

後
右
の
加
山
、
す
な
わ
ち
所
有
権
侵
害
の
危
険
の
み
を
埋
向
に
横
領
罪
を
肯
定
す
る
場
令
、
外
形
的
な
一
行
為
の
な
い
昭
利
二
年
判
決
の
よ
う
な

事
例
に
つ
い
て
も
虚
偽
表
示
の
相
手
ゐ
が
善
意
の
釘
－
二
お
に
売
却
す
る
可
能
性
が
あ
る
以
上
悩
領
祥
は
H

旦
止
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
G

し
た
が
っ
て
、

昭
和
一
年
判
決
と
本
件
決
定
を
笠
令
的
に
埋
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
横
領
罪
の
成
立
に
は
、
こ
の
よ
う
な
危
険
性
三
は
ど
で
は
な
く
、
外
活
的

な
行
為
に
よ
る
存
倒
的
な
一
附
’
街
権
侵
害
が
必
変
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
c

こ
の
内
…
、
と
の
よ
う
に
軽
微
な
川
布
権
侵
主
で
あ
っ
て
も
検
領
非
が
成
h

げ
す
る
と
考
え
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
c

そ
の
よ

う
な
埋
解
は
、
利
問
処
分
意
思
を
袋
求
し
な
い
、
芳
し
く
は
、
広
く
拡
張
す
る
見
解
と
桝
ま
っ
て
横
領
罪
の
成
仁
子
ゼ
過
度
に
ー
仏
汎
な
も
の
に
す
る

こ
と
に
な
る
ひ
そ
こ
で
、
無
効
な
登
記
が
昭
和
二
年
判
決
の
よ
う
な
事
案
と
比
べ
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
侵
害
を
会
牛
さ
ぜ
て
い
る
の
か
、
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
包
会
が
横
領
罪
と
し
て
処
副
に
足
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
必
興
が
あ
一
る
と
忠
わ
れ
る
え

。J叫が
共
備
さ
れ
て
い
な
い
場
介
、
抵
当
催
設
｛
一
止
契
約
が
，併
効
で
お
ろ
う
と
－掛
川
淵
で
あ
ろ
う
と
、
所
有
者
は
被
告
人
に
登
記
を
希
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
わ
為
の
前
後
で
法
仲
上
も
事
実
ト
も
所
有
省
の
権
利
に
何
の
変
史
も
な
い
の
で
あ
っ
て
客
観
的
な
所
。
権
侵
宍
は

（阪大法乍）60 (2→ 180) 41日：2010.7: 



存
在
什
－
ず
、
処
山
到
す
る
に
値
1
v
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
c

他
方
、
本
件
の
場
合
に
は
、
不
動
産
に
仮
登
記
が
刊
着
し
て
い
る
状
態
に
あ
り
、
そ

の
意
味
で
所
有
権
に
れ
は
宍
は
生
じ
て
い
る
。

実
際
、
所
有
訂
は
抵
山
v
J
権
設
定
仮
A
M
記
の
無
効
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
G

J

も
っ
と
も
、
こ
の

よ
う
な
励
合
で
も
ぷ
だ
処
副
に
値
す
る
所
有
権
の
変
虻
で
は
な
く
、
物
格
的
に
変
更
が
加
え
ら
れ
た
場
合
、

す
な
わ
ち
、
登
記
が
適
法
な
以
阿
に

基
づ
く
場
合
で
あ
っ

て
、
不
動
一
，wそ
の
も
の
に
物
権
的
な
円
以
需
が
川
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
棋
領
と
す
る
こ
と
も
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、、

戸刊山、一

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
恩
師
併
が
領
畑
作
罪
と
し
て
の
横
領
罪
の
本
来
の
意
義
に
は
ん
円
致
す
る
と
泌
わ
れ
る
コ

た
だ
、
横
領
山
非
合
人
H
J
U
財
産
犯
の
行
為
及

び
結
果
の
判
断
に
つ
き
、
な
法
上
の
法
律
関
係
、

法
的
効
果
乞
ど
の
よ
う
に
考
慮
す
る
の
か
は
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
。

不定の祇こ~t在日立；.i.:仮登記と杭領罪

い
わ
ゆ
る
横
領
後
の
横
領
の
問
題

木
件
で
は
、
木
主
の
抵
当
権
設
定
仮
AQ
n山
と
、
点
偽
の
譲
波
担
保
契
約
を
原
川
と
す
る
移
転
似
仔
記
が
行
わ
れ
て
お
り
、
公
訴
事
実
で
は
、
そ

れ
ぞ
れ
に
横
領
罪
が
成
立
し
阿
者
は
似
合
出
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
よ
こ
れ
に
い
川
し
、
わ
－
鮮
は
、
移
転
仮
登
記
の
横
領
に
つ

い
て
は
、

s
先
行
す
る
前
記
抵
当
耕
作
設
定
仮
登
記
の
山
…
に
つ
い
て
包
抗
的
今
回
非
と
し
て
横
領
罪
の
成
’
リ
を
認
め
れ
ば
足
り
、
般
行
す
る
前
記
所
有

梓
移
転
仮
登
記
の
点
は
い
わ
ゆ
る
不
可
用
的
な
い
し
共
罰
的
宇
佐
行
為
と
し
て
も
は
や
処
罰
の
刈
象
に
は
な
ら
ず
、
こ
の
点
は
、
量
刑
事
情
と
し

て
考
骨相
す
れ
ば
足
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
、
そ
の
成
立
を
一
台
定
し
た
。

こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
検
領
後
の
椀
領
と
呼
ば
れ
る
問
題
で
あ
る

c
zの
川
温
に
つ
い
て
は
、
投
判
昭
和
三
作
六
川
一
六
川
刑
栄
一

ハIJ
巻
六
号

八
七
阿
貨
が
、
「
紙
当
梓
品
川
定
登
記
の
時
点
で
不
動
’J
必
の
椴
倣
が
成
立
し
、
そ
の
後
の
一
附
J

付
格
移
転
主
記
は
不
刈
制
的
事
後
行
為
と
し
て
別
途
横

領
川
非
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
L

と
判
－
不
し
て
い
た
が
、
最
大
間

半

成

芥

年

川
対
二会二
白
川
位
五
七
巻
四
号
凶
六
七
頁
が
、
委
託
を
交
け

て
他
人
の
小
動
ー
差
を
占
F

利
す
る
者
が
、
こ
れ
に
ほ
し
い
ま
ま
に
瓜
当
権
を
設
定
し
て
そ
の
日
の
な
記
を

7
し
た
後
、
：
・
同
じ
不
動
産
に
つ
き
、

ほ
し
い
ま
ま
に
完
却
等
に
よ
る
所
有
梓
移
転
行
為
を
む
い
そ
の
旨
の
登
記
を
了
し
た
と
き
に
、
横
領
弾
の
成
立
山
休
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
と
と

が
で
き
る
L

と
し
て
、
そ
の
限
皮
で
附
利
一
二
午
の
判
例
を
変
更
し
た
む

も
っ
と
も
、
平
成
十
T

礼
年
判
伏
は
、
後
行
の
所
有
権
移
転
の
み
が
横
領
罪
と
し
て
起
訴
さ
れ
審
庄
の
対
象
と
な
っ
た
宇
案
で
あ
り
、
先
行
す
る

抵
当
権
設
定
わ
為
と
後
行
の
所
有
格
移
転
の
白
附
方
が
蒋
理
の
対
象
と
な
っ
た
場
合
の
正
数
評
川
等
の
扱
い
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
か
っ
た
よ
J

本
件
は
、
同
じ
木
動
産
に
つ
き
時
間
的
に
前
後
す
る
木
支
の
抵
当
権
設
定
仮
公
記
と
移
転
仮
登
記
の
二
つ
が
川
時
に
訴
追
さ
れ
た
事
業
で
あ
っ
て
、

（阪大法学）(j() (2 181) 417〔2010.7〕
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半
成
一

4
年
間
決
の
射
程
外
の
事
奈
で
あ
る
と
い
、
え
よ
う
c

第
一
審
が
、
後
行
行
為
の
横
領
罪
を
一
台
定
し
た
別
出
土
し
て
、

一小J
各
仮
登
記
が
、
被
告
人
と

M
一
共
犯
者
と
の
共
謀
に
恭
づ
き
、
一
所
令
行

｛寄

託
訂
）
を
同
じ
く
す
る
同
－
小
動
単
に
刈
し
て
わ
ず
か
一
一
日
間
前
後
と
い
う
か
な
り
近
侍
し
た
時
点
で
な
き
れ
て
い
る
こ
と
、
①
名
仮
仔
記
の

判
的
が
い
す
れ
も
、
被
川
口
人
に
お
い
て
、
政
応
答
ハ
則
人
ら
と
の
問
に
お
け
る
木
作
建
物
の
所
有
権
や
そ
の
敷
地
地
k
権
等
の
帰
民
を
め
ぐ
る
交
渉

を
右
利
に
進
め
一
る
た
め
の
仮
装
に
あ
り
、
似
装
の
内
科
も
川
一
h

川
市
山
南
債
格
を
担
保
し
た
か
の
よ
う
に
装
う
と
い
う
も
の
で
み
っ
た
乙
と
の
一
い
れ
を

挙
げ
て
い
る
。

③
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
で
は
山
行
行
為
の
み
を
処
｝
劃
す
れ
ば
［
分
で
あ
っ
た
で
あ
う
ー
そ
の
限
り
で
結
論
巳
妥
当
で
あ
る
c

た
だ
し
、
知
－

審
判
決
は
、
横
倣
後
の
横
領
に
つ
い
て
併
合
単
に
な
る
可
能
性
も
想
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
り
学
説
の
中
に
も
、
績
領
非
が
倣
得
祥
と
い
う
よ

り
も
、
物
の
木
正
な
利
用
、
侵
山
l
y
hみ
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
前
提
に
、
川

一
物
の
町
民
’
黙
の
草
案
に
つ
き
、
先
行
行
為
か
ら
数
カ
片
品
慌
に
別
の
勤

胤
快
か
ら
行
わ
れ
た
投
棄
出
が
包
印
m
－
罪
に
な
ら
ず
に
併
ム
川
非
に
な
る
と
と
と
川
様
に
、
横
領
後
の
横
領
に
つ
い
て
も
、
先
わ
れ
為
E
後
行
行
為
が

3
）
 

一
述
の
過
程
で
行
わ
れ
て
い
な
い
阪
b
は
併
合
計
に
な
り
作
る
と
い
う
指
摘
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
合
仮
に
木
件
行
為
の
後
に
、
被
η
口
人
、
か

本
件
土
地
建
物
を
現
実
に
処
分
し
た
坊
九
円
、
で
成
会
半
年
判
決
の
よ
う
に
択
当
権
設
定
と
完
却
が
一
述
の
処
分
行
為
と
埋
解
さ
れ
る
場
合
と
川
穴
な

り
、
解
決
金
取
得
門
的
の
不
実
の
仮
登
記
と
小
動
’必
の
処
分
と
し
て
、
侵
害
の
客
観
的
な
態
様
ーも
動
機
も
品
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
併
合
雑
と

な
り
う
る
可
能
件
が
あ
る
ι

な
お
、
不
実
電
般
的
記
録
公
ポ
証
言
原
木
供
用
罪
と
給
領
川
非
の
罪
数
関
係
に
つ
き
、
釘

一
審
は
、
電
磁
的
公
正
社
出
原
本
不
実
記
録
、
同
供

刷
、
横
似
非
が
、
順
次
手
段
結
果
の
関
係
に
あ
る
と
し
て
や
吋
述
犯
ど
し
て
い
た
が
、
以
’
棒
は
、
「
本
件
の
具
、
体
的
事
実
関
係
の
卜
に
お
け
る
不

±
電
磁
的
公
正
証
言
原
木
供
用
と
筏
領
が
千
以
結
果
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
」
な
い
と
し
た
よ
で
、
ポ
ヤ
実
電
磁
的
公
－
t
社
書
以
木
供

閉
山
非
と
枯
領
罪
は
観
念
的
競
合
に
当
た
る
と
し
た
。
最
高
裁
J

も
、
判
決
の
最
後
に
カ
ァ

コ
書
き
で
、
木
什
仮
刊
｛
リ
記
に
よ
る
不
実
記
録
電
織
的
公

正
証
書
原
木
供
用
雑
ー
と
棋
領
罪
と
は
観
念
的
競
合
の
悶
係
に
山
一
っ
と
解
す
る
の
が
相
当
で
お
る
ひ
」
と
し
て
、
ば
い
詳
の
判
断
を
是
認
し
て
い
る
ョ

本
件
に
お
い
て
、
供
用
雑
と
横
領
罪
と
の
聞
に
は
体
制
的
に
見
て

T
段
、
乙
結
果
の
関
係
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
最
・
付
哉
、
原
併
の
結
論
、
が
安
当
で

あ
ろ
う
。

本
判
決
の
庁
釈

・
分
析
と
し
て
、
松
山
円
孝
明
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー

λ
十
九
十
九
サ

（二

C
C九
年
）

二
三
民
、
亦
松
・
日
f
太
・
附
修
七
三
七
号
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（二
0
0九
年
二

－
百
、
平
山
幹
子
・
立
命
館
法
テ
一
－
三
七
川
」
二
八
号
（
二一
心
。
九
年
一
六
九
二
貝
、
松
回
俊
山
崎
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
－
一
一
一

九一
四
サ

（一一
O
一
O
年
）
九
九
民
、
和
田
俊
憲
・
判
例
セ
レ
ク
ト会二
五
一二号

（二
O

O
K十
）
一－

問
良
、
松
原
芳
博
・
ジ

ュ
リ
ス
ト
一
一
－
九

八
サ
（
ギ
成
会
二
年
皮
面
一
安
判
例
解
説
、
二
O
一
0
4十
〕
－
八
丘
貝
、
西
国
品
川
（
之
・
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
－
一
一
－

Z
（一一
O
＋

O
年
）
七
九
民

が
あ
る
c

「2
）

こ
の
点
、
西
国
・
前
伺
注
（l
）
八
百
も
参
照
。

（3
）

内
凶
文
明

『刑
法
各
論

〔第

二
版
〕」
一

九
九
六
〕
一
－
六
同
貝
、
川
端
博

『川
以
各
論
的
表
〔
勿
二
収〕
』
（一

O
会
FJ一）
叫
O
七
五
、

犬
塚
」
十
a
刑
法
概
説

へ各
論
）
〔
第
二
版
消
補
版
〕
』
（
－0
0
4
｝
今
一
九
九
ハ
頁
な
ど
c

（4
）

大
塚
「
は
か
編

「大
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
川
法
第
一
一
－
一
巻
〔
第
二
版
〕
』
｛二
0
0
0」
二
六
四
買
〔
よ
日本
徹
也
〕
参
照
。
ま
た
、

にい
口

高
「
横
領
罪
（
ト
し
）

法
学
教
宗
一
ム
九
瓦
号

（二
0
0
十九
｝

‘
‘
九
兵
も
参
照
c

へ
5
」

及
川
川
町
和

今
回
年
一
：
月
八
H
刑
集
一：
巻
一会
号
今一七
r
ハ
頁
υ

（6
）
H
取
刈
附
和
A

四
年
一
－
月
八
円
刑
集
一今一
位
一
会
号
A

一七『八十
H
O

ご／
」

伝
川
昭
和
A

『
ハ
年
七
月
二
円
刑
集
4
巻
八
号
一
四
一
－
七
良
心

「8
）

た
だ
し
、
昭
和
二
四
年
判
決
は
、
粁
済
・的
川
刑
法
に
従
プ
た
利
川
処
分
忘
恩
が
作
存
し
て
い
た
事
案
で
あ
る
。

（9
）

大
判
火
花
一
年
二
月

九八
円
刑
集

．
九
巻

一
凶
囚

O
頁
。

か
、
山江
’
求
心
為
が
横
領
と
さ
れ
た
こ
と
は
な
い

（前
阿
雅
英

「刑
法
各

論
議
義
〔
第
判
版
〕

一
へ二
0
0七
〕
一一
A

阿
向
C
E

（刊
）

山

U
厚

「
刑
法
各
論
〔
皆
川
－－版
）」
二
一O
一
O
｝

云
U
七
百
（
ο

松
～
ロ
ハ
ギ
明
「
「柿
領
’
概
念
に
つ
い
て
↑
正
大
法
ゲ
一
二
川
巻
一
日

（一一

0
0
0）
一
二
一
一

五
c

（汀
」

市l
好
能
－

『刑
法
概
説
」

｛
一
九
七
七
」

一
－
一
一
－
耳
、
中
森
台
彦

『川
法
各
論
〔
第
二
版
〕
」
「
一
九
九
九
ハ
）

A

六
四
頁
、

内
凶
典
之

『川
法
各
論
（
第
7
1
版〕
’
二
一O
一
ひ
）
一二
A
仁
良
、
大
谷
、
計

a
刑
法
講
義
各
論
〔
新
版
第

－一
版

γ
（二
つ
O
九〕

一A
O
二
良
な
ど
。
利
用

処
分
意
思
が
不
要
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
凶
藤
「
刑
法
網
空
各
論
〔
第
二
版
〕
」
（
会
九
九

O
）
六
一
バ
）
貞
心

へ陀）

A

山
竹
に
登
記
の
ロ
ハ
怖
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
見
解
と
し
て
、
中
蕊
・
前
向
げ
ヘ
リ
ペ
六
川
民
、
橋
爪
降
「
筏
領
概
念
に
つ
い

て
」
研
修
七
一
一
バ
ヶ

、二
つ
つ
七
）

一
O
百つ

（
円
ど
藤
本
市
ん
雄

『経
治
取
引
と
犯
耕
一
＼
－
九
六
五
）

不定の祇こ~t在日立；.i.:仮登記と杭領罪

一
ム
良
、
ト
人
い
ほ
ほ
か
・
前
旧
型
汗
｛
4
二
－
一
七
何
向
ハ
G
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（け川」

橋
爪
・
前
倒
注
へは
）
－
－
貝
参
照
υ

一行
）

伏
脈

・
前
掲
注
｛
l
ぺ
八
六
頁
、
亦
伏
・
前
倒
一
一
江

1
）
二
九
向
（
，
な
お
、
約
会
科
は
、
抵
当
権
設
定
、
一
昨
街
権
移
転
の
両
力
に
つ
い
て

検
領
を
認
め
て
い
る
c

（国
」

八4
銭
消
費
貸
借
契
約
、
氏
当
惇
設
定
契
約
は
通
説
点
偽
表
不

｛民
法
九
一
四
条
A

項
）
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
契
約
山
体
の
存
ん
引
を

一
台
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る

「原
客
、
上
バ
ロ
趨
ぷ
を
参
照
）
。
も
っ
と
も
、
以
事
上
の
取
り
吸
い
が
争
点
で
は
な
か
っ
た
以
上
、
そ
こ
ま
で

厳
密
に
他
人
記
し
て
い
な
い
可
格
性
が
あ
り
、
ま
た
、

Ahv£
実
務
上
も
主
阜
ハ
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
c

（打
）

利

U
－
前
倒
注
｛
l
）
一
一
州
民
、
一
千
山
・
前
拘
爪
「
1
）
七

O
六
向
（

（日開）

υ
曜
に
い
え
ば
、
木
作
と
は
異
な
り
よ
中
心
た
の
本
代
且
記
の
場
合
に
も
、
以
下
で
議
論
す
る
問
還
は
生
じ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

（刊
、」

大
判
ト
八
7
1

二
牛
六
月
二
七

H
刑
録
二

O
崎
会
二
五
八
）頁、

忌
判
昭
和
－
八
年
会
二
月
会
万
口
川
集
じ
巻
一
－
一
り
二
七
一
一
一
一
只
、
最
決
平

成
A

一
今
年
一
一
片
γ
札
口
刑
集
主
五
巻

h
G
7
4同
六
負
η

『

mω
二

和
凶
・
前
掲
門
出
（
1
）
一
一
山
良
、
平
山
・
前
初
砕
い
－

1
）
七

O
一一向（

（引
」
H
収
決
平
成
一
r
ハ
年
－
－
月
A

二
O
白
川
集
丘
八
巻
八

U
－
O
O
丘
貝
参
山
田
日

（叩
以
）
伏
ホ
・
前
掲
注
｛
l
ぺ
八
六
頁
。

へお
）
そ
の
よ
う
な
埋
解
に
立
九
一
本
件
決
定
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、
和
田
・
前
渇
注
（

1τ一
四
頁
、
松
原
・
前
掲
注
（
l
）
一
O
『
ハ
瓦
心
ま

た
、
本
江
成
宮
川
監
修

「只
商
事
と
交
鈴
す
る
料
札
口
川
犯
持

1
」
（
会
九
九
出
）
一
九
七
員
、
－
－
七
四
百
（
〔
須
燐
純
正
〕
参
照
。

（M
M

）
僑
爪
・
抑
制
注
「は
）
一
：
貝
以
下
は
、
横
領
れ
為
を
、
一
的
街
者
の
山
一
息
に
反
し
た
川
有
権
侵
骨
の
危
険
性
を
実
質
的
に
高
め
た
行
為
と
定

式
化
し
、
財
産
の
状
態
を
よ
り
危
険
に
す
る
行
為
を
容
体
の
刊
質
や
仙
値
に
応
じ
て
検
討
し
て
い
く
必
繋
が
あ
る
と
し
て
い
る
じ

（お
）
こ
の
よ
う
な
帰
結
を
，

m忍
す
る
の
は
、
州
同
・
前
舟
山
（
i
）
八
一
‘
良
、
小
野
治
－
郎
ほ
か
編

J
総
合
同
例
研
究
業
占
刑
法

（
一．

）F

ぺ
九
ヰ
八
）

五
七
百

〔藤
木
英
雄
〕
C

へお
）
も
っ
と
も
、
木
文
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
昭
和
一
二
年
川
決
が
売
却
の
意
思
衣
小
の
み
で
横
領
罪
を
必
め
た
こ
と
の
針
世
づ
け
が
問

題
に
な
る
a

対
外
的
な
領
問
河
内
瓜
也
の
合
同
枕
か
」
犠
領
と
し
た
も
の
と
鮮
き
れ
る
が
、
同
判
決
の
基
準
か
ら
す
れ
ば
、
他
の
事
案
は
成
立
時
期
が

返
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
4

「幻
）
こ
の
点
、
で
山
川
・
前
掲
注
（l
）
七

0
4
貞
は
、
一
附
’
何
者
と
し
て
拡
舞
う
意
思
」
が
あ
る
か
と
い
う
山
組
と
し
て
、
「
利
聞
の
一
形
態
と
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は
い
え
よ
う
が
、
間
援
的
て
あ
る
こ
と
は
訂
め
な
い
c

ま
た
、
侵
害
は
抵
当
権
設
定
が
真
実
で
あ
る
ケ
l
ス
に
比
べ
れ
ば
軽
微
で
あ
る
。」

と
し
て
い
る
，
ま
た
、
伝
一
円
・
前
倒
注
（l
）

二

一
二
一
只
も
参
照
合

（叩山
）

近
時
、
検
領
行
為
J
f

－M
物
を
客
翫
的
に
つ
は
己
の
物
に
す
る
」
乙
い
う
見
解
が
出
て
き
て
い
る
（
松
宮
前
掲
注
「山
一
）
一
二
一
一
十
日
H

、
浅
川

和
茂
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
人
九
サ
（
二

C
C凶
）
－
六
九
員
、
内
田
幸
降
「
背
任
祥
と
横
領
罪
の
関
係
l

早
稲
川
法
学
会
誌
五
二
巻

三一

O
O
一
一
｝
凶
『
ハ

O
E
コ
「
山
己
の
物
に
す
る
」
の
具
体
的
内
科
は
必
ず
し
も
明
僚
で
は
な
い
が
、
本
件
の
よ
う
に
虚
偽
の
な
記
を

7
し

た
だ
け
の
よ
う
な
場
合
は
、
当
該
会
小
動
産
自
体
に
つ
い
て
処
分
を
わ
っ
て
い
な
い
以
上
倒
領
弾
に
は
な
ら
な
い
と
与
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
υ

（m
O
）

赤
絞
り
別
掲
注
｛l
」
一
一
仁
員
、

．曲
四
・
前
拘
作
（
1
）

人

員
。

『印
）

山
口
厚
一
新
判
例
か
ら
見
た
刑
法
（
第
二
版
〕
」
『一
C
C八
）
一

O
一一氏
。
B

個
の
宮
託
関
係
に
つ
き
若
山
や
費
消
を
別
悩
に
行
っ
た

劾
合
に
併
介
界
に
な
る
と
い
う
帰
結
と
同
じ
叫
何
で
あ
ろ
う
υ

着
服
姉
領
の
事
案
に
つ
い
て
、
各
犯
行
が
近
接
し
て
お
ら
ず
、
能
川
係
も
同
－

で
は
な
く
、
包
括
的
な
横
領
の
範
阿
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
な
い
場
介
に
、
併
合
罪
を
認
め
た
事
案
と
し
て
東
京
’
品
川
町
利
A

一
八
年
五
月

八
口
末
時
」
一
巻
冗
り
－
ん
阿
貝
り
費
消
椴
領
の
事
例
と
し
て
、
別
個
の
領
得
意
思
の
実
現
行
為
に
併
什
罪
を
ぷ
め
た
名
十
日
屋
向
判
昭
和
一
－
阿

年一
A

－
河
川
二
日
目
刑
集
－
二
本
］
州
門
勺
が
あ
る

（引
）

た
だ
し
、
大
判
大
正

午

九

月

九

U
例
栄
一
巻
目
立
一
：
買
は
、

傍
論
な
が
ら
、
偽
造
文
台
育
の
わ
伎
に
よ
っ
て
横
領
の
怠
忠
を
実
現

し
た
同
は
、
偽
記
文
単
行
使
罪
は
、
そ
の
行
為
が
杭
領
行
為
に
先
立
つ
と
同
同
に
な
さ
れ
る
と
を
閃
わ
ず
、
償
領
山
非
と
す
述
犯
の
関
係
に
あ

る
と
し
て
い
る
の
佼
以
・
前
拘
沖
（1
）
会
八
六
貝
参
照
。
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